
13 広報
2023 4月号 掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

国民健康保険の手続きについて
●国民健康保険資格の取得、喪失、変更は届出が必要です。
●保険証の切り替えが済んでいない状態で病院を受診すると、保険証が提示できないため全額自
己負担の可能性があります。下記のような場合は、14日以内に届出をお願いします。

●届出には個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。
取　得　届

喪　失　届

喪　失　届

●うるま市に転入してきたとき

●うるま市から転出するとき

●うるま市内で転居したとき
●世帯主や氏名が変わったとき

●職場の健康保険をぬけたとき
●職場の健康保険の扶養から
　はずれたとき

●職場の健康保険に加入したとき
●職場の健康保険の被扶養者に
　なったとき

●世帯主に扶養される者が、大学
　進学等修学のためうるま市から
　転出するとき

●子どもが生まれたとき

●亡くなったとき

マイナンバーカードが

詳しくは マイナポータル

保険証として使えます。

事前に登録するだけで利用できます！

●介護保険施設や障がい者支援
　施設に入所のためうるま市から
　転出するとき

(必要なもの)
身分証、転入前の
市区町村の転出証明書

(必要なもの)
身分証、保険証

(必要なもの)
身分証、保険証

(必要なもの)
身分証、
社会保険資格
喪失証明書

(必要なもの)
身分証、国保と職場の保険証

(必要なもの)
身分証、保険証、
学生証等

(必要なもの)
身分証、
印かん、
保険証、
分娩費用明細書、
世帯主の通帳

(必要なもの)
身分証、保険証、
喪主の印かんと通帳、
葬祭を行った人の氏名が
確認できるもの（お悔やみ欄など）

※利用するにはマイナポー
タルなどで申し込みが
必要です。

※マイナンバーカードが保
険証として利用できる
医療機関・薬局について
は、厚生労働省のホーム
ページまたは国民健康
保険課にお問い合わせ
ください。

国民健康保険課　
賦課資格係 ☎973-3202
国保給付係 ☎989-5347

(必要なもの)
身分証、保険証、
入所証明書等

このステッカーが目印！マイナンバーカードを保険証として使うと

初めての医療機関等でも、薬剤情報等の閲覧機能を使えば、今
までに使った薬の情報が共有でき、より適切な医療が受けら
れるようになります。※閲覧できるのは、医師・歯科医師・薬剤
師等有資格者のみです

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限
度額を超える支払いが免除される場合があります。

POINT 01

POINT 02

より良い医療が可能に！

手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に！

●国民健康保険資格の取得、喪失、変更は届出が必要です。
●保険証の切り替えが済んでいない状態で病院を受診すると、健康保険証（以下、保険証という）が提示で
きないため全額自己負担の可能性があります。下記のような場合は、14日以内に届出をお願いします。

●届出には個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。
※本人確認できる書類とは顔写真つきのマイナンバーカードや運転免許証などです。

取　得　届

喪　失　届

変　更　届

●うるま市に転入してきたとき

●うるま市から転出するとき

●うるま市内で転居したとき
●世帯主や氏名が変わったとき

●職場の健康保険をぬけたとき
●職場の健康保険の扶養から
　はずれたとき

●職場の健康保険に加入したとき
●職場の健康保険の被扶養者に
　なったとき

●世帯主に扶養される者が、大学
　進学等修学のためうるま市から
　転出するとき

●子どもが生まれたとき

●亡くなったとき

マイナンバーカードが

詳しくは マイナポータル

保険証として使えます。

事前に登録するだけで利用できます！

●介護保険施設や障がい者支援
　施設に入所のためうるま市から
　転出するとき

(必要なもの)
本人確認できる書類、転入前の
市区町村の転出証明書

(必要なもの)
本人確認できる書類、保険証

(必要なもの)
本人確認できる書類、保険証

(必要なもの)
本人確認できる書類、
社会保険資格
喪失証明書

(必要なもの)
本人確認できる書類、
国保と職場の保険証

(必要なもの)
本人確認できる書類、
保険証、学生証等

(必要なもの)
本人確認できる書類、
保険証、
分娩費用明細書、
世帯主の通帳

(必要なもの)
本人確認できる書類、
保険証、喪主の通帳、
葬祭を行った人の氏名が
確認できるもの（お悔やみ欄など）

※利用するにはマイナポー
タルなどで申し込みが
必要です。

※マイナンバーカードが保
険証として利用できる
医療機関・薬局について
は、厚生労働省のホーム
ページまたは国民健康
保険課にお問い合わせ
ください。

国民健康保険課　
☎973-3202
☎989-5347

(必要なもの)
本人確認できる書類、
保険証、入所証明書等

このステッカーが目印！マイナンバーカードを保険証として使うと

初めての医療機関等でも、薬剤情報等の閲覧機能を使えば、今
までに使った薬の情報が共有でき、より適切な医療が受けら
れるようになります。※閲覧できるのは、医師・歯科医師・薬剤
師等有資格者のみです

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限
度額を超える支払いが免除される場合があります。

POINT 01

POINT 02

より良い医療が可能に！

手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に！

国民健康保険の手続きについて
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社会情勢の変化や行政課題に迅速に対応するため組織体制を見直し、職員の資質
向上と意識改革を行うとともに、組織の機能強化と効率的・効果的に政策課題に
対応できる組織に再編します。

こども未来部

【お問合せ】 総務部 行政マネジメント課 ☎９２３－７１９８

うるま市の行政組織が変わります。

新たな部の設置

令和６年１月に発生した能登半島地震や、南海トラフ大地震の発生も危惧されるなか、危機や災害等に備えた
更なる防災対策や、災害発生時における広報力の強化を図ることを目的に「防災広報対策部」を設置します。

（所属課）【危機管理課】℡：９７９－６７６０ 執務室：東棟３階
【秘書広報課】℡：９７３－５０７９ 執務室：東棟３階
【共生推進室】℡：９７３－８９２７ 執務室：東棟３階

新たな課の設置

『学校生活応援課（教育支援センター）』を新設します。
不登校児童生徒への支援や予防対策および不登校を含む特別な支援が必要な児童、生徒、保護者に対して、
学校や家庭・保護者が連携し、支援体制の充実とまちぐるみの居場所づくりの推進を図るため、新たな課を
設置します。また、教育支援センターの支援機能を強化するため、計画支援係を新設します。

【学校生活応援課】 ℡：９２３-７１５８　執務室：西棟３階

老朽化に伴う「第二調理場」および「石川給食センター」の統合建替えによる「新石川調理場整備」に
ついて、設計・工事・運営に関する業務が本格化することから、新たな課を設置します。

【新調理場整備室】 ℡：９２３-７１２６　執務室：西棟３階

課名の変更

『新調理場整備室』を新設します。

水道政策課で担っている水道・下水道事業の「予算執行管理」や「経理業務」について、専門部署とし
て効率的かつ機能的な組織体制の構築を図るため、新たな課を設置します。

水道部
『経理課』を新設します。

【行政マネジメント課】℡：９２３-７１９８　執務室：西棟３階

『行政推進課』が『行政マネジメント課』に課名変更となります。

親子目線でわかり易く、かつ親しみやすく覚えやすい名称に変更します。

行政組織全体としてのさらなるマネジメントを図ります。

『こども教育支援課』が『教育保育支援課』に課名変更となります。
『子育て世代包括支援センター』が『子育て包括支援課』に課名変更となります。

【教育保育支援課】 ℡：９２３-７１１９ 執務室：東棟２階
【子育て包括支援課】℡：９８９-０２２０ 執務室：東棟2 階

【経理課】℡：９７５-２２００　執務室：水道庁舎（うるま市字兼箇段８９６番地）

組織改編の
主な目的

令和6年度 

防災広報対策部の新設

学校教育部

社会教育部

総務部
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